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医
療
費
控
除
に
つ
い
て
　

本
人
や
家
族
の
病
気
や
け
が
な

ど
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
が
あ

る
と
き
は
、
次
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
を
所
得
か
ら
差
し
引
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方
で
、
お
む
つ
代
の
医
療
費
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
２
年
目
以
降

の
方
は
、
医
師
が
発
行
す
る
お
む

つ
使
用
証
明
書
に
代
え
て
、
市
で

発
行
す
る
書
類
に
よ
り
医
療
費
控

除
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※
対
象
に
な
ら
な
い
費
用

美
容
整
形
や
健
康
診
断
時
の
費

用
、
予
防
接
種
代
、
通
院
に
使
用

し
た
自
家
用
車
の
ガ
ソ
リ
ン
代
や

駐
車
場
代
、
健
康
増
進
の
た
め
の

サ
プ
リ
メ
ン
ト
や
食
品
の
購
入
代

な
ど
。

※
医
療
費
は
、
平
成
29
年
中
に
実

際
に
支
払
っ
た
も
の
に
限
っ
て

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
添
付
書
類

医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
に
つ
い
て
　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

を
納
め
る
方
が
、
住
宅
ロ
ー
ン
な

ど
を
利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新

築
・
購
入
・
増
改
築
な
ど
を
し
た

と
き
は
、
一
定
の
要
件
に
当
て
は

ま
れ
ば
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
得
税

額
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
場
合

は
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
市
・
県

民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

※
居
住
年
月
日
に
よ
っ
て
は
、
市
・

県
民
税
か
ら
の
控
除
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

主
な
税
制
改
正
に
つ
い
て
　

　

平
成
29
年
分
以
降
の
所
得

税
お
よ
び
平
成
30
年
度
以

降
の
住
民
税
か
ら
適
用
さ

れ
る
も
の

◆
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（
自
主
服
薬
）
推
進
の
た
め
の

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除
（
医

療
費
控
除
の
特
例
）
の
創
設

従
来
の
「
医
療
費
控
除
」
と
の

選
択
制
で
、
平
成
30
年
に
行
う
平

成
29
年
分
の
申
告
か
ら
対
象
と
な

り
ま
す
。　
　
　

特
定
健
診
や
予
防
接
種
な
ど
の

一
定
の
取
り
組
み
を
行
う
個
人

が
、
自
己
ま
た
は
自
己
と
生
計
を

一
に
す
る
親
族
に
係
る
「
ス
イ
ッ

チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
（
要
指
導
医
薬

品
及
び
一
般
医
薬
品
の
う
ち
、
医

療
用
か
ら
転
用
さ
れ
た
医
薬
品
）」

を
購
入
し
た
場
合
に
、
そ
の
年
中

に
支
払
っ
た
対
価
の
額
の
合
計
額

が
１
万
２
千
円
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
に

つ
き
、
８
万
８
千
円
を
限
度
に
所

得
控
除
で
き
る
特
例
の
制
度
で

す
。

◆
医
療
費
控
除
・
医
療
費
控
除
の

特
例
の
申
告
時
に
お
け
る
「
明

細
書
」
の
添
付
義
務
化

医
療
費
控
除
・
医
療
費
控
除
の

特
例
の
い
ず
れ
か
の
適
用
を
受
け

る
方
は
、
領
収
書
の
代
わ
り
に

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」、「
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の

明
細
書
」
を
申
告
書
提
出
の
際
に

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。
医
療
機
関
名
な

ど
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ
た
医
療

費
通
知
（
健
康
保
険
組
合
等
が
発

行
す
る
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」）

を
添
付
す
る
と
明
細
書
の
作
成
を

省
略
で
き
ま
す
。

ま
た
、
医
療
費
の
領
収
書
は
、

自
宅
で
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
平
成
29
年
分
か
ら
31

年
分
ま
で
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

は
、
医
療
費
の
領
収
書
の
添
付
に

よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

平
成
30
年
分
以
降
の
所
得

税
お
よ
び
平
成
31
年
度
以

降
の
住
民
税
か
ら
適
用
さ

れ
る
も
の

◆
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控

除
の
見
直
し

配
偶
者
控
除
の
控
除
額
が
改
正

さ
れ
た
ほ
か
、
合
計
所
得
金
額
が

１
千
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

配
偶
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。配

偶
者
特
別
控
除
の
控
除
額
が

改
正
さ
れ
た
ほ
か
、
対
象
と
な
る

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万

円
超
１
２
３
万
円
以
下
と
さ
れ
ま

し
た
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
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　　　控除額（最高200万円まで）＝
　　　　　　　その年に支払った医療費－保険金などで補填される金額（※）
　　　　　　　－所得の5％（10万円を超える場合は10万円）

※保険金などで補填される金額とは、
①社会保険などから支給を受ける療養費、高額療養費、出産一時金
②医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの
   医療保険金、入院給付金などのこと。

医療費控除の計算方法


